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皆
様
こ
ん
に
ち
は
、
今
年
は
梅

雨
入
り
が
少
し
遅
れ
、
蒸
し
暑
い

中
で
熱
中
症
に
な
ら
な
い
よ
う
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

こ
の
度
、
議
長
に
桐
野
忠
議
員
、

副
議
長
に
川
口
啓
介
議
員
が
選
出

さ
れ
ま
し
た
。
私
は
保
健
福
祉
常

任
委
員
会
の
委
員
長
に
選
出
さ
れ
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
対

策
を
始
め
と
し
て
、
保
健
、
福
祉
、

環
境
、
衛
生
な
ど
の
審
議
を
進
め

て
参
り
ま
す
。
今
回
は
四
月
十
六

日
の
臨
時
議
会
及
び
六
月
定
例
議

会
の
概
要
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま

す
。
臨
時
議
会
で
は
議
案
２
件
、

定
例
議
会
で
は
議
案
14
件
、
同
意

5
件
、
請
願
２
件
、
意
見
書
1
件

な
ど
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
補
正

予
算
で
は
市
長
や
特
別
職
の
給
与

減
額
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感

染
症
P
C
R
検
査
経
費
の
追
加
や

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金
の
支
給
、

ワ
ク
チ
ン
接
種
経
費
の
追
加
な
ど

が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
一
般
質

問
と
し
て
﹁
市
立
小
・
中
学
校
の

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
﹂
市
の

見
解
を
伺
い
ま
し
た
の
で
、
ご
一

読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
議
会
内
容
を
で
き

る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
お
伝
え
し

て
参
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

小

高

浩

行

川
越
市
議
会
議
員

　
　
　
　
　
　
川
越
市
固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正

議
案
第
61
号
▼

議
案
第
61
号
▼

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ

た
価
格
に
関
す
る
審
査
の
申
出
の

手
続
き
に
係
る
押
印
等
の
取
扱
い

を
見
直
し
、
審
査
申
出
書
や
口
頭
審

査
の
口
述
書
へ
の
押
印
を
廃
止
す
る
。

　
　
　
　
　
　
川
越
市
保
護
施
設

等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

議
案
第
62
号
▼

議
案
第
62
号
▼

生
活
保
護
施
設
と
し
て
の
救
護
施

設
、
更
生
施
設
、
医
療
保
護
施
設
、

授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の

感
染
症
ま
た
は
非
常
災
害
発
生
時

の
業
務
継
続
計
画
の
策
定
義
務
付

け
、
感
染
症
や
食
中
毒
予
防
及
び

ま
ん
延
防
止
の
措
置
を
規
定
す
る
。

　
　
　
　
　
　
川
越
市
家
庭
的
保

育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

改
正

議
案
第
63
号
▼

議
案
第
63
号
▼

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
及
び
そ
の

職
員
が
書
面
に
よ
り
記
録
、
作
成

等
す
る
も
の
を
電
磁
的
記
録
に
よ

り
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
川
越
市
特
定
教
育

・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保

育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

議
案
第
64
号
▼

議
案
第
64
号
▼

保
育
所
等
の
利
用
調
整
に
当
た
っ

て
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に

よ
る
特
定
地
域
保
育
の
提
供
を
受

け
て
い
た
子
ど
も
を
優
先
的
に
取

扱
う
措
置
等
を
継
続
す
る
。

　
　
　
　
　
　
川
越
市
保
育
料
等

に
関
す
る
条
例
及
び
川
越
市
保
育

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
条
例
の
一
部
改
正

議
案
第
65
号
▼

議
案
第
65
号
▼

小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を

行
う
者
に
委
託
さ
れ
て
い
る
子
ど

も
が
、
保
育
所
等
を
利
用
す
る
場

合
、
保
育
料
等
を
無
料
と
す
る
。

議
案
は
請
願
第
2
号
を
除

い
て
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
川
越
市
指
定
通
所

支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め

る
条
例
の
一
部
改
正

議
案
第
66
号
▼

議
案
第
66
号
▼

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等

及
び
そ
の
従
業
者
が
書
面
に
よ
り

ご
挨
拶
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川
越
市
農
業
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
改
修
整
備
工
事
請

負
契
約
の
締
結

議
案
第
68
号
▼

議
案
第
68
号
▼

本
市
の
農
業
に
触
れ
る
こ
と
で
農

産
物
を
普
及
し
た
り
、
児
童
の
農

業
体
験
で
後
継
者
を
育
成
し
た
り
、

﹁
く
ら
i
n
ガ
ル
テ
ン
﹂
の
実
現

に
向
け
て
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
用
の

大
屋
根
整
備
や
交
流
カ
フ
ェ
、

シ
ャ
ワ
ー
入
浴
設
備
な
ど
建
物
改

修
工
事
、
外
部
倉
庫
建
築
工
事
、

電
気
設
備
撤
去
、
機
械
設
備
撤
去
、

外
構
工
事
一
式
、
工
期
は
令
和
4

年
3
月
18
日
ま
で
契
約
金
3
1
7

,
9
8
8
,
0
0
0
円
で
堀
尾
建

設
㈱
と
契
約
締
結
す
る
。
令
和
4

年
秋
頃
オ
ー
プ
ン
予
定

　
　
　
　
　
　
令
和
三
年
度
川
越

市
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
３
号
︶

議
案
第
69
号
▼

議
案
第
69
号
▼

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の

サ
ー
ビ
ス
継
続
支
援
補
助
4
,
9

5
5
千
円
、
児
童
福
祉
施
設
及
び

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

施
設
の
衛
生
用
品
等
購
入
及
び
補

助
1
1
2
,
9
0
1
千
円
、
民
間

保
育
所
等
に
対
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
︵
情

報
通
信
技
術
︶
化
推
進
等
補
助
2

7
,
3
7
5
千
円
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

等
の
公
費
負
担
及
び
積
極
疫
学
調

査
業
務
の
増
額
分
1
7
4
,
3
9

1
千
円
、
保
健
所
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
用

消
耗
品
増
額
分
4
7
,
4
4
4
千

円
、
市
道
0
0
3
3
号
線
歩
行
者

用
隧
道
整
備
負
担
金
9
,
0
2
0

千
円
、
川
越
地
区
消
防
組
合
負
担

金
︵
感
染
防
止
及
び
防
火
水
槽
撤

去
︶
1
3
,
5
3
3
千
円
、
林
間

学
校
及
び
修
学
旅
行
中
止
等
に
伴

う
キ
ャ
ン
セ
ル
料
支
援
補
助
2
0

,
2
4
1
千
円
の
合
計
4
0
9
,

8
6
0
千
円
増
額
し
、
予
算
総
額

1
1
3
,
9
7
3
,
1
9
5
千
円

と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
令
和
三
年
度
川
越

市
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
４
号
︶

議
案
第
70
号
▼

議
案
第
70
号
▼

低
所
得
世
帯
等
を
対
象
に
生
活
費

用
と
し
て
貸
付
し
て
い
る
総
合
支

援
資
金
が
、
貸
付
限
度
額
に
達
し

て
利
用
で
き
な
い
世
帯
に
、
﹁
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
生
活

困
窮
者
自
立
支
援
金
﹂
を
3
か
月

間
支
給
︵
要
申
請
、
月
額
6
万
円

︵
単
身
世
帯
︶
、
8
万
円
︵
2
人

世
帯
︶
、
10
万
円
︵
3
人
以
上
世

帯
︶
︶
1
5
5
,
4
6
9
千
円
、

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
入
所
施
設
か
ら
高

齢
者
・
障
害
者
・
児
通
所
施
設
ま

で
拡
大
し
、
8
月
末
ま
で
実
施
1

6
6
,
0
0
0
千
円
、
ワ
ク
チ
ン

接
種
の
実
施
に
係
る
業
務
委
託
料

及
び
職
員
手
当
等
の
追
加
4
2
8

,
0
1
2
千
円
の
合
計
7
4
9
,

4
8
1
千
円
増
額
し
、
予
算
総
額

1
1
4
,
7
2
2
,
6
7
6
千
円

と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
令
和
三
年
度
川
越

市
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
５
号
︶

議
案
第
72
号
▼

議
案
第
72
号
▼

市
長
、
副
市
長
、
常
勤
の
監
査
委

員
、
教
育
長
及
び
上
下
水
道
事
業

管
理
者
の
給
料
減
額
分
▲
6
,
9

4
4
千
円
を
財
政
調
整
基
金
に
積

み
立
て
る
。

　
　
　
　
　
　
令
和
三
年
度
川
越

市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
︵
第

2
号
︶

議
案
第
73
号
▼

議
案
第
73
号
▼

上
下
水
道
事
業
管
理
者
の
給
料
減

額
分
の
補
正
、
収
益
的
収
入
▲
2

4
2
千
円
、
収
益
的
支
出
▲
4
8

5
千
円
減
額
す
る
。

　
　
　
　
　
　
農
業
委
員
会
委
員

の
任
命
の
同
意

近
藤
芳
宏
氏
を
任
命
す
る
こ
と
に

同
意
す
る
。

　
　
　
　
　
　
令
和
三
年
度
川
越

市
公
共
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予

算
︵
第
２
号
︶

議
案
第
74
号
▼

議
案
第
74
号
▼

上
下
水
道
事
業
管
理
者
の
給
料
減

額
分
の
補
正
、
収
益
的
収
入
▲
1

2
1
千
円
、
収
益
的
支
出
▲
2
4

2
千
円
減
額
す
る
。

　
　
　
　
　
　
監
査
委
員
の
選
任

の
同
意

同
意
第
6
号
▼

同
意
第
6
号
▼

同
意
第
9
号
▼

同
意
第
9
号
▼

矢
部
操
氏
を
選
任
す
る
こ
と
に
同

意
す
る
。

　
　
　
　
　
　
監
査
委
員
の
選
任

の
同
意

同
意
第
7
号
▼

同
意
第
7
号
▼

三
上
喜
久
蔵
氏
を
選
任
す
る
こ
と

に
同
意
す
る
。

　
　
　
　
　
　
農
業
委
員
会
委
員

の
任
命
の
同
意

同
意
第
8
号
▼

同
意
第
8
号
▼

山
木
綾
子
氏
を
任
命
す
る
こ
と
に

同
意
す
る
。

　
　
　
　
　
　
固
定
資
産
評
価
員

の
選
任
の
同
意

同
意
第
10
号
▼

同
意
第
10
号
▼

資
産
税
課
長
の
人
事
異
動
に
伴
い

三
佐
崎
匡
史
氏
を
選
任
す
る
こ
と

に
同
意
す
る
。

　
　
　
　
　
　
全
国
知
事
会
や
全

国
市
議
会
議
長
会
が
求
め
る
日
米

地
位
協
定
の
見
直
し
を
国
に
求
め

る
請
願
書

請
願
第
１
号
▼

請
願
第
１
号
▼

︻
採
択
︼

　
　
　
　
　
　
　
全
国
知
事
会
や

全
国
市
議
会
が
求
め
る
日
米
地
位

協
定
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見
書

意
見
書
第
1
号
▼

意
見
書
第
1
号
▼

国
に
お
い
て
は
、
全
国
知
事
会
の

総
意
に
よ
る
﹁
米
軍
基
地
負
担
に

関
す
る
提
言
﹂
を
重
く
受
け
止
め
、

国
民
の
生
命
、
財
産
、
人
権
を
守

る
立
場
か
ら
日
米
地
位
協
定
の
見

直
し
に
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
を
強

く
要
請
す
る
意
見
書
を
国
に
提
出

す
る
。

　
　
　
　
　
　
﹁
日
本
政
府
に
核

兵
器
禁
止
条
約
の
参
加
・
調
印
・

批
准
を
求
め
る
意
見
書
﹂
の
提
出

を
求
め
る
請
願
書

請
願
第
２
号
▼

請
願
第
２
号
▼

︻
不
採
択
︼
被
爆
国
と
し
て
核
兵

器
の
全
面
禁
止
の
た
め
に
真
剣
に

努
力
す
る
証
と
し
て
、
核
兵
器
禁

止
条
約
に
参
加
・
調
印
・
批
准
す

る
こ
と
を
求
め
る
。

　
　
　
　
　
　
川
越
市
市
長
等
の

給
料
の
特
例
に
関
す
る
条
例
制
定

議
案
第
71
号
▼

議
案
第
71
号
▼

全
庁
的
な
行
財
政
改
革
の
推
進
に

係
る
取
組
み
姿
勢
と
し
て
、
７
月

か
ら
令
和
５
年
６
月
分
の
２
年
間
、

市
長
の
給
料
▲
20
％
、
副
市
長
、

常
勤
の
監
査
委
員
及
び
教
育
長
の

給
料
▲
10
％
、
上
下
水
道
事
業
管

理
者
の
給
料
▲
7
％
減
額
す
る
。

作
成
、
保
存
等
す
る
も
の
を
電
磁

的
記
録
の
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
保
護
者
等
に
対
し
書

面
に
よ
り
交
付
、
説
明
等
を
行
う

も
の
を
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
川
越
市
衛
生
関
係

事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

議
案
第
67
号
▼

議
案
第
67
号
▼

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
と
の
整
合
を
図
る
た

め
、
引
用
条
項
を
整
理
す
る
。

公共下水道が普及していない区域のし尿や
浄化槽汚泥処理を行う施設である環境衛生
センターは、昭和55年の稼働から40年が
経過し、老朽化しているため詳細を調査の
上、具体的な事業化を進める。

【整備計画の概要】
①　既存施設を運用しながら同敷地内で更新する。
②　現在の生物処理（微生物による分解・浄化）して下水放流方式から、より少ない設備
構成で処理可能な固液分離（脱水機による分離）して下水放流する方式に変更する。

③　事業期間は調査設計に約3年間、工事に約4年間を想定する。
④　財源として国等の交付金制度を活用する。
 

新型コロナウィルス感染症ワクチン接種

川越市環境衛生センター施設整備計画

5/21現在のワクチン接種券対象者 医療従事者 ……………………… 14,462人
 高齢者75歳以上 ………………… 52,688人
 高齢者65歳から74歳 …………… 45,768人
 　　合　計 ……………………… 98,456人

市政報告

ワ ク チ ン 接 種 実 施 体 制

1

市政報告 2

対象者

5/10～5/30

5/31～6/20

6/21～7/11

7/12～8/1

75歳以上

75歳以上

70歳以上

65歳以上

57診療所・クリニック
1　病院
47診療所・クリニック
16病院・４集団接種会場
約100診療所・クリニック
約20病院・7集団接種会場
約120診療所・クリニック
約20病院・7集団接種会場

5月 6日
9時から
5月21日
9時から
6月11日
9時から
6月18日
9時から

予約第1弾

予約第2弾

予約第3弾

予約第4弾

接種時期 接種体制

第25号（3）令和3年7月 会 派 活 動 報 告 第25号 会 派 活 動 報 告 令和3年7月（2）
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報告第２号

令和二年度川越市公共下水道事業会計

継続費繰越計算書

１ ［事業名］岸町一丁目下水道管路施設更生事業

 （令和元年度から令和３年度の３か年継続事業）

　　継続費の総額 478,500,000円

　　令和２年度継続費予算現額 332,500,000円

　　令和２年度支出義務発生（見込）額 45,300,000円

　　翌年度逓次繰越額 287,200,000円

２ ［事業名］上下水道管理センター監視制御設備更新事業（汚水分）

 （令和２年度から令和３年度の２か年継続事業）

　　継続費の総額 150,000,000円

　　令和２年度継続費予算現額 50,000,000円

　　令和２年度支出義務発生（見込）額 0円

　　翌年度逓次繰越額 50,000,000円

３ ［事業名］上下水道管理センター監視制御設備更新事業（雨水分）

 （令和２年度から令和３年度の２か年継続事業）

　　継続費の総額 150,000,000円

　　令和２年度継続費予算現額 50,000,000円

　　令和２年度支出義務発生（見込）額 0円

　　翌年度逓次繰越額 50,000,000円

19　事業名　初雁公園整備

　　翌年度繰越額 …………………………………  69,200,000円

　　　　　　　 初雁公園整備に係る付替道路整備工事に令和３年度
　　　　　　　 にわたる期間を要したため

20　事業名　江川都市下水路管理

　　翌年度繰越額 ……………………………………22,000,000円

　　　　　　　 図書作成業務委託に令和３年度にわたる期間を要
　　　　　　　 したため

21 ［事業名］教職員研修充実推進

　　翌年度繰越額 …………………………………… 2,821,000円

　　　　　　　 国の補正予算（第3号）に併せ、3月に補正予算措
　　　　　　　 置したため

22 ［事業名］小学校運営管理

　　翌年度繰越額 …………………………………… 8,991,000円

　　　　　　　 国の補正予算（第3号）に併せ、3月に補正予算措
　　　　　　　 置したため

23 ［事業名］小学校施設整備

　　翌年度繰越額 ……………………………………18,000,000円

　　　　　　　 国の補正予算（第3号）に併せ、3月に補正予算措
　　　　　　　 置したため

24 ［事業名］小学校情報教育推進

　　翌年度繰越額 ……………………………………71,346,200円

　　　　　　　 GIGAスクール構想の加速化を図るための大型電子

　　　　　　　 黒板の導入に令和３年度にわたる期間を要したと

　　　　　　　 ともに国の補正予算（第３号）に併せ３月に補正

　　　　　　　 予算措置したため

25 ［事業名］小学校大規模改造

　　翌年度繰越額 ………………………………… 333,580,000円

　　　　　　　 国の補正予算（第3号）に併せ、3月に補正予算措
　　　　　　　 置したため

26 ［事業名］中学校運営管理

　　翌年度繰越額 …………………………………… 6,410,000円

　　　　　　　 国の補正予算（第3号）に併せ、3月に補正予算措
　　　　　　　 置したため

27 ［事業名］中学校施設整備

　　翌年度繰越額 ……………………………………14,400,000円

　　　　　　　 国の補正予算（第3号）に併せ、3月に補正予算措
　　　　　　　 置したため

28 ［事業名］中学校情報教育推進

　　翌年度繰越額 ……………………………………10,315,000円

　　　　　　　 国の補正予算（第3号）に併せ、3月に補正予算措
　　　　　　　 置したため

29 ［事業名］中学校大規模改造

　　翌年度繰越額 ………………………………… 285,000,000円

　　　　　　　 学校施設環境改善交付金の交付決定及び国の補正
　　　　　　　 予算（第3号）に併せ実施するため

30 ［事業名］高等学校運営管理

　　翌年度繰越額 …………………………………… 2,400,000円

　　　　　　　 国の補正予算（第3号）に併せ、３月に補正予算措
　　　　　　　 置したため

報告第３号

令和二年度川越市繰越明許費繰越計算書

（一般会計）

１ ［事業名］交通安全施設整備

　　翌年度繰越額 …………………………………… 4,750,000円

　　　　　　　 ゾーン30対策工事について、令和３年度にわたる
　　　　　　　 期間を要したため

２ ［事業名］施設援護

　　翌年度繰越額 ……………………………… 　297,866,000円

　　　　　　　 補助事業者が実施する施設整備工事が遅延し、年
　　　　　　　 度内に完了できなかったため

３ ［事業名］社会福祉施設復旧補助（特別養護老人ホーム）

　　翌年度繰越額 ……………………………… 1,557,947,000円

　　　　　　　 令和元年東日本台風により被災した特別養護老人
　　　　　　　 ホーム等の施設及び設備の復旧について令和３年
　　　　　　　 度にわたる期間を要したため

４ ［事業名］東西後楽会館運営管理

　　翌年度繰越額 ……………………………………38,090,800円

　　　　　　　 川越市老人福祉センター西後楽会館の冷房改修工
　　　　　　　 事について令和３年にわたる期間を要したため

 5 ［事業名］新型コロナウィルスワクチン接種

　　翌年度繰越額 ……………………………… 2,399,900,036円

　　　　　　　 新型コロナウィルスワクチン接種の実施について
　　　　　　　 令和３年度にわたる期間を要したため

繰越理由

繰越理由

 6 ［事業名］赤ちゃん応援手当給付事業

　　翌年度繰越額 ……………………………………17,921,000円

　　　　　　　 赤ちゃん応援手当の給付について令和３年度にわ
　　　　　　　 たる期間を要したため

 7 ［事業名］商工業振興

　　翌年度繰越額 ……………………………………54,238,721円

　　　　　　　 プレミアム付商品券の発行について令和３年度に
　　　　　　　 わたる期間を要したため

 8 ［事業名］観光案内

　　翌年度繰越額 …………………………………  35,800,000円

　　　　　　　 新型コロナウィルス感染症の影響により落ち込ん
　　　　　　　 だ観光消費の促進を図る事業について令和３年度
　　　　　　　 にわたる期間を要したため

 9 ［事業名］幹線道路（市道）整備

　　翌年度繰越額 …………………………………  296,113,525円

　　　　　　　 市道0033号線歩行者用隧道整備に令和３年度にわ
　　　　　　　 たる期間を要したため

10 ［事業名］広域幹線（市道）整備

　　翌年度繰越額 ……………………………………17,100,000円

　　　　　　　 国の補正予算（第3号）に併せ、3月に補正予算措
　　　　　　　 置したため

11 ［事業名］広域幹線（市道）整備（用地）

　　翌年度繰越額 …………………………………… 2,993,000円

　　　　　　　 権利者による補償物件の移転に不測の日数を要したため　　　　　　　 

12 ［事業名］橋りょう維持補修

　　翌年度繰越額 ……………………………………62,100,000円

　　　　　　　 国の補正予算（第3号）に併せ、3月に補正予算措
　　　　　　　 置したため

13 ［事業名］橋りょう新設改良

　　翌年度繰越額 ……………………………………54,998,100円

　　　　　　　 久保川橋架替工事に令和３年度にわたる期間を要
　　　　　　　 したため

14 ［事業名］河川環境整備

　　翌年度繰越額 ……………………………………53,020,000円

　　　　　　　 古川排水路の親水護岸工事に令和３年度にわたる
　　　　　　　 期間を要したため

15 ［事業名］中小河川排水路整備

　　翌年度繰越額 ……………………………………  6,685,200円

　　　　　　　 設計業務委託に令和３年度にわたる期間を要したため　　　　　　　 

16 ［事業名］準用河川整備

　　翌年度繰越額 ……………………………………89,660,000円

　　　　　　　 準用河川久保川の護岸改修工事及び設計業務委託
　　　　　　　 に令和３年度にわたる期間を要したため

17　事業名　川越駅西口都市基盤整備

　　翌年度繰越額 …………………………………… 5,464,000円

　　　　　　　 権利者による補償物件の移転に不測の日数を要し
　　　　　　　 たため

18　事業名　川越駅南大塚線

　　翌年度繰越額 ……………………………………19,979,808円

　　　　　　　 電線地中化に係る工事委託に令和3年度にわたる期間
　　　　　　　 を要したため
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報告第１号

令和二年度川越市継続費繰越計算書

（一般会計）

１ ［事業名］本庁舎老朽化対策事業

　　　　　　　　（令和２年度から令和４年度の３か年継続事業）

　　継続費の総額 ……………………………… 1,663,000,000円

　　令和２年度継続費予算現額 ………………… 259,000,000円

　　令和２年度 支出済額 ……………………………96,300,000円

　　翌年度逓次繰越額 …………………………… 162,700,000円

２ ［事業名］子育て安心施設建設事業

　　　　　　　　（令和元年度から令和３年度の３か年継続事業）

　　継続費の総額 ………………………………… 972,200,000円

　　令和２年度継続費予算現額 ………………… 931,300,000円

　　令和２年度支出済額 ………………………… 776,283,500円

　　翌年度逓次繰越額 …………………………… 155,016,500円

３ ［事業名］東清掃センター大規模改修事業

　　　　　　　　　（令和元年度から令和３年度の３か年継続事業）

　　継続費の総額 ……………………………… 2,581,700,000円

　　令和２年度継続費予算現額 ………………… 868,540,000円

　　令和２年度支出済額 ………………………… 710,840,000円

　　翌年度逓次繰越額 …………………………… 157,700,000円

４ ［事業名］川越駅東口駅前広場改修事業

　　　　　　　　  （平成30年度から令和３年度の４か年継続事業）

　　継続費の総額 ……………………………… 1,600,000,000円

　　令和２年度継続費予算現額 ……………… 1,039,867,200円

　　令和２年度支出済額 ………………………… 861,389,700円

　　翌年度逓次繰越額 …………………………… 178,477,500円

５ ［事業名］脇田歩道橋耐震化事業

 　　　　　　　  （平成30年度から令和３年度の４か年継続事業）

　　継続費の総額 ………………………………… 466,000,000円

　　令和２年度継続費予算現額 ………………… 309,355,432円

　　令和２年度支出済額 ………………………… 140,191,322円

　　翌年度逓次繰越額 …………………………… 169,164,110円

６ ［事業名］旧川越織物市場整備事業

……………… （平成29年度から令和５年度の７か年継続事業）

　　継続費の総額 ……………………………… 1,044,000,000円

　　令和２年度継続費予算現額 ………………… 176,135,120円

　　令和２年度支出済額 ……………………………73,726,000円

　　翌年度逓次繰越額 …………………………… 102,409,120円

第25号（5）令和3年7月 会 派 活 動 報 告 第25号 会 派 活 動 報 告 令和3年7月（4）
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登
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情
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ど
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。

Q　

児
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の
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ザ
ー
の
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持
に
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伺
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、
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ザ
ー
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動
点
検
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
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Q　

登
下
校
時
の
児
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の
見
守
り

の
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に
つ
い
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は
ど
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か
。
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こ
こ
数
年
の
本
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お
け
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の
学
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や
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へ
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被
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つ
い
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か
。

A

通
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下
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。
ま
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、
学
校
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援
団
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
本
部
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ど
の
協

力
の
も
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、
登
下
校
時
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見
守
り

活
動
や
地
域
防
犯
推
進
委
員
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よ

る
自
治
会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
連
携
し
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自
主
防
犯
パ
ト
ロ
ー
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を
実
施
し

て
い
る
。
教
育
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員
会
で
も
毎
週

金
曜
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不
審
者
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、
青
色
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付
パ
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ル
カ
ー
で
巡
回
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て
い
る
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守
り
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ど
を
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結
し
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例
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あ
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か
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併
せ
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守
り
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築
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の
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。

A
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新
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﹁
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ザ
ー
﹂
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下
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ず
携
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を
感
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ら
し
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ど
適
切
な
使
い
方
を
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し
て
い
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。
ま
た
、
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動
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小
学
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各
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点
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を
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用
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定
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的
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成
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0
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1
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和
2
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1
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あ
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入
者
は
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な
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。

Q　

学
校
敷
地
へ
の
不
審
者
侵
入

時
の
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作

成
及
び
点
検
状
況
を
含
め
た
各
学

校
の
取
組
は
ど
う
か
。

A

す
べ
て
の
学
校
に
お
い
て
、

危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、

そ
の
中
で
不
審
者
事
案
の
発
生
時

に
お
け
る
対
応
訓
練
を
実
施
し
た

り
、
研
修
内
容
に
よ
っ
て
は
警
察

等
の
専
門
機
関
と
連
携
を
図
り
な

が
ら
、
よ
り
実
践
的
な
研
修
を

行
っ
た
り
し
て
、
各
学
校
で
工
夫

し
て
い
る
。

見
守
り
協
定
な
ど
の
締
結
は

行
っ
て
い
な
い
が
、
自
治
会
や
民

間
事
業
者
な
ど
の
協
力
を
得
る
の

は
重
要
と
考
え
る
。
各
学
校
で
地

域
の
特
性
や
実
態
を
鑑
み
、
地
域

各
種
団
体
と
協
力
し
、
地
域
の
見

守
り
体
制
を
構
築
し
て
い
る
。
今

後
も
さ
ら
に
教
育
委
員
会
と
し
て

サ
ポ
ー
ト
に
努
め
る
。

Q　

新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る

児
童
生
徒
に
向
け
た
安
全
に
関
す

る
指
導
の
内
容
及
び
変
更
点
は
ど

う
か
。

A

学
習
指
導
要
領
で
は
﹁
心
身

の
健
全
な
発
達
や
健
康
の
保
持
増

進
、
事
件
や
事
故
、
災
害
等
の
非

常
時
か
ら
身
を
守
る
こ
と
の
意
義

を
理
解
し
、
必
要
な
行
動
の
仕
方

な
ど
を
身
に
付
け
る
よ
う
に
す
る

こ
と
﹂
と
さ
れ
て
い
る
。
改
訂
前

は
﹁
自
身
が
身
の
回
り
の
危
険
を

予
測
・
回
避
し
、
安
全
な
生
活
に

対
す
る
理
解
を
深
め
る
﹂
と
さ
れ

て
い
た
が
、
改
訂
後
は
﹁
事
故
防

止
の
知
識
や
態
度
を
体
得
さ
せ
る

と
と
も
に
、
非
常
事
態
に
際
し
、

沈
着
、
冷
静
、
迅
速
、
的
確
に
判

断
し
て
対
処
す
る
能
力
を
養
い
、

自
他
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
る
能
力
を
身
に
付
け
る
こ

と
﹂
と
さ
れ
た
。

A

防
犯
カ
メ
ラ
は
小
学
校
3
校
、

中
学
校
9
校
に
設
置
済
み
で
、
不

審
者
の
侵
入
や
窓
ガ
ラ
ス
の
破
損

被
害
な
ど
学
校
か
ら
の
要
望
に
基

づ
き
設
置
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、

防
犯
警
報
装
置
は
全
小
・
中
学
校

に
警
備
会
社
と
の
委
託
契
約
に
よ

り
設
置
し
て
い
る
。

Q　

市
立
小
・
中
学
校
の
敷
地
や

校
舎
へ
の
不
審
者
侵
入
抑
止
と
し

て
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
状
況
と

今
後
の
設
置
予
定
は
ど
う
か
。
ま

た
、
侵
入
を
知
ら
せ
る
防
犯
警
報

装
置
に
設
置
状
況
は
ど
う
か
。

A

各
学
校
で
教
職
員
が
Ａ
Ｅ
Ｄ

の
使
用
法
な
ど
児
童
生
徒
の
生
命

や
安
全
を
守
る
た
め
の
校
内
研
修

を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
教
職

員
の
危
機
管
理
意
識
向
上
に
係
る

内
容
を
年
次
研
修
等
に
組
み
込
み
、

キ
ャ
リ
ア
段
階
に
応
じ
て
研
修
し

て
い
る
。
管
理
職
に
は
校
長
会
・

教
頭
会
の
機
会
に
指
示
・
伝
達
と

と
も
に
研
修
実
施
し
て
い
る
。
今

後
も
研
修
会
を
通
じ
て
、
危
機
管

理
に
つ
い
て
の
自
己
意
識
や
対
応

力
、
安
全
教
育
等
に
関
す
る
指
導

力
を
高
め
て
い
く
。

Q　

教
職
員
の
防
犯
な
ど
の
危
機

管
理
の
研
修
状
況
は
ど
う
か
。

A

今
後
も
ス
ク
ー
ル
ガ
ー
ド
・

リ
ー
ダ
ー
に
依
頼
し
て
継
続
し
た

見
守
り
体
制
の
維
持
継
続
に
努
め

る
。
学
校
、
家
庭
、
地
域
が
三
位
一
体

と
な
っ
た
見
守
り
体
制
を
整
備
す
る
。

Q　

現
在
の
見
守
り
体
制
が
、
市

民
の
皆
様
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
頼

り
っ
き
り
で
あ
る
こ
と
に
一
抹
の
不

安
を
持
っ
て
い
る
。
今
後
も
見
守
り

の
維
持
継
続
や
体
制
の
充
実
を
確

か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
何
ら

か
の
仕
掛
け
が
必
要
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
今
後
の
登
下

校
時
の
見
守
り
体
制
の
維
持
継
続

に
つ
い
て
の
見
解
を
伺
う
。

報告第４号

令和二年度川越市水道事業会計予算

繰越計算書

32 ［事業名］学校保健活動の充実

　　翌年度繰越額 ……………………………………26,832,000円

　　　　　　　 国の補正予算（第 3 号）に併せ、３月に補正予算
　　　　　　　 措置したため

繰越理由

31 ［事業名］特別支援学校運営管理

　　翌年度繰越額 ……………………………………10,101,000円

　　　　　　　 教育用情報端末の導入に日数を要したとともに国
　　　　　　　 の補正予算（第 3 号）に併せ、３月に補正予算措
　　　　　　　 置したため

繰越理由

１ ［事業名］配水管更新事業

　　翌年度繰越額 ………………………………… 213,724,700円

　　　　　　　 「重要施設配水管耐震化その他工事（大字砂新田
　　　　　　　 ほか）」、「重要施設配水管耐震化その他工事（大
　　　　　　　 字上戸ほか）」及び「配水管改良その他工事（三
　　　　　　　 久保町ほか）」において、入札不調となり設計内
　　　　　　　 容を見直したため

２ ［事業名］原水浄水施設改良事業

　　翌年度繰越額 ……………………………………20,425,900円

　　　　　　　 「重要施設配水管耐震化その他工事（大字上戸ほ
　　　　　　　 か）」及び「配水管改良その他工事（三久保町ほ
　　　　　　　 か）」において、入札不調となり設計内容を見直
　　　　　　　 したため

繰越理由

繰越理由

A

教
育
委
員
会
で
把
握
し
た
声

掛
け
事
案
等
を
は
じ
め
と
し
た
不

審
者
情
報
は
、
小
学
校
と
中
学
校

で
そ
れ
ぞ
れ
平
成
30
年
度
が
6
件
、

15
件
、
令
和
元
年
度
が
9
件
、
8

件
、
令
和
2
年
度
が
10
件
、
7
件
で
、

令
和
3
年
度
は
5
月
末
で
4
件
、

1
件
で
す
。
そ
の
う
ち
被
害
件
数

は
、
小
学
校
と
中
学
校
で
そ
れ
ぞ

れ
平
成
30
年
度
が
3
件
、
4
件
、
令

和
元
年
度
が
2
件
、
1
件
、
令
和
2

年
度
が
2
件
、
1
件
で
、
令
和
3
年

度
は
5
月
末
で
1
件
、
0
件
で
す
。

平
成
28
年
12
月
定
例
議
会
で
﹁
通
学
中
の
安
全
確
保
に
つ
い

て
﹂
を
一
般
質
問
し
、
交
通
安
全
対
策
と
防
犯
対
策
の
両
面
か
ら

通
学
時
の
課
題
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
は
﹁
市

立
小
・
中
学
校
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
﹂
と
し
て
、
登
下
校

時
の
不
審
者
対
策
や
校
舎
内
へ
の
不
審
者
侵
入
対
策
な
ど
に
つ

い
て
、
一
般
質
問
し
ま
し
た
の
で
、
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

報告第５号

令和二年度川越市公共下水道事業会計予算

繰越計算書

１ ［事業名］汚水管渠整備事業

　　翌年度繰越額 ……………………………………75,975,200円

　　　　　　　 「新河岸第9処理分区汚水枝管築造工事（その1）」
　　　　　　　 において、工法変更が生じたため

２ ［事業名］汚水管渠改良工事

　　翌年度繰越額 ………………………………… 346,778,400円

　　　　　　　「新河岸第3処理分区下水道管布設替工事」におい
　　　　　　　 て、入札不調になり、設計内容を見直したため、
　　　　　　　 並びに「雨天時侵入水対策計画策定業務委託」、
　　　　　　　 「管路耐震化工事（その1）」及び「管路耐震化工
　　　　　　　 事（その 2 ）」において、国の補正予算（第 3 号）
　　　　　　　 に併せ、３月に補正予算措置したため

繰越理由

繰越理由

地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

第25号（7）令和3年7月 会 派 活 動 報 告 第25号 会 派 活 動 報 告 令和3年7月（6）



Q　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染

症
対
策
に
よ
っ
て
、
不
審
者
の
侵
入

防
止
対
策
に
影
響
が
あ
る
の
か
。

A

学
校
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
感
染
症
対
策
と
し
て
、
窓
を

開
け
常
時
換
気
し
て
い
る
。
一
方
で

不
審
者
の
侵
入
防
止
の
た
め
門
扉
、

昇
降
口
の
施
錠
や
児
童
生
徒
が
不

在
時
は
校
舎
1
階
の
窓
を
閉
め
る

等
を
行
い
、
不
審
者
侵
入
防
止
対

策
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染

防
止
対
策
の
両
立
に
努
め
て
い
る
。

Q　

地
域
に
開
か
れ
た
学
校
教
育

と
不
審
者
の
侵
入
防
止
対
策
の
課

題
に
つ
い
て
伺
う
。

A

開
か
れ
た
学
校
教
育
と
し
て
、

家
庭
や
地
域
社
会
と
連
携
・
協
力

し
子
ど
も
た
ち
の
健
全
育
成
を
目

指
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
学

校
公
開
日
や
行
事
等
を
通
じ
て
、

積
極
的
に
家
庭
や
地
域
社
会
に
学

校
の
教
育
活
動
を
発
信
し
た
り
、

講
師
と
し
て
地
域
の
方
等
に
授
業

協
力
を
得
た
り
し
て
い
る
。
一
方
で

不
審
者
の
侵
入
防
止
対
策
の
課
題

と
し
て
、
人
の
出
入
り
が
多
く
な
る

行
事
等
の
機
会
に
は
、
教
職
員
だ

け
で
は
万
全
な
体
制
で
不
審
者
の

侵
入
防
止
対
策
を
講
じ
る
こ
と
は

難
し
い
。
各
学
校
で
は
平
時
は
入

校
時
の
記
名
や
入
校
証
の
発
行
等

に
よ
り
対
策
に
努
め
て
い
る
が
、
行

事
等
の
際
に
は
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
本
部
等
に

協
力
を
依
頼
し
、
校
地
内
の
パ
ト

ロ
ー
ル
を
実
施
し
た
り
、
警
察
等

の
警
備
依
頼
を
行
っ
た
り
し
て
不

審
者
の
侵
入
防
止
に
努
め
て
い
る
。

Q　

不
審
者
か
ら
児
童
生
徒
を
守

り
、
安
心
・
安
全
な
学
校
に
し
て
い

く
た
め
に
、
今
後
ど
の
よ
う
な
対
策

が
必
要
か
。

A

策
定
中
の
第
三
次
川
越
市
教

育
振
興
基
本
計
画
に
お
い
て
、
施

策
の
柱
を
﹁
子
ど
も
た
ち
の
安

全
・
安
心
の
確
保
﹂
と
し
て
掲
げ
、

学
校
・
家
庭
・
地
域
全
体
で
児
童

生
徒
の
登
下
校
の
見
守
り
活
動
を

組
織
的
か
つ
重
点
的
に
実
施
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
今
後
は
引
き

続
き
各
学
校
の
危
機
管
理
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
定
期
的
な
見
直
し
を
図
り
、

即
時
行
動
に
移
せ
る
よ
う
に
実
践

的
な
研
修
を
行
い
、
意
識
を
高
め

て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。

ま
た
、
教
職
員
の
業
務
負
担
の
軽

減
の
問
題
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い

る
現
状
を
踏
ま
え
、
安
全
・
安
心

な
学
校
づ
く
り
を
行
う
た
め
に
、

社
会
全
体
が
子
ど
も
の
安
全
・
安

心
に
関
心
を
持
つ
こ
と
が
大
切
と

考
え
る
。
今
後
は
保
護
者
や
地
域

住
民
等
が
、
学
校
運
営
に
参
画
す

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
を

導
入
し
﹁
地
域
と
と
も
に
あ
る
学

校
運
営
﹂
を
実
現
す
る
こ
と
で
不

審
者
等
の
危
険
か
ら
社
会
総
が
か

り
で
児
童
生
徒
を
守
り
、
安
全
・

安
心
な
学
校
を
目
指
し
た
い
。

学
習
指
導
要
領
で
は
﹁
心
身

の
健
全
な
発
達
や
健
康
の
保
持
増

進
、
事
件
や
事
故
、
災
害
等
の
非

常
時
か
ら
身
を
守
る
こ
と
の
意
義

を
理
解
し
、
必
要
な
行
動
の
仕
方

な
ど
を
身
に
付
け
る
よ
う
に
す
る

こ
と
﹂
と
さ
れ
て
い
る
。
改
訂
前

は
﹁
自
身
が
身
の
回
り
の
危
険
を

予
測
・
回
避
し
、
安
全
な
生
活
に

対
す
る
理
解
を
深
め
る
﹂
と
さ
れ

て
い
た
が
、
改
訂
後
は
﹁
事
故
防

止
の
知
識
や
態
度
を
体
得
さ
せ
る

と
と
も
に
、
非
常
事
態
に
際
し
、

沈
着
、
冷
静
、
迅
速
、
的
確
に
判

断
し
て
対
処
す
る
能
力
を
養
い
、

自
他
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
る
能
力
を
身
に
付
け
る
こ

と
﹂
と
さ
れ
た
。

要
望
　

４
月
臨
時
議
会
報
告

　
　
　
　
　
　
専
決
処
分
の
承

認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議
案
第
59
号
▼

議
案
第
59
号
▼

川
越
市
税
条
例
の
一
部
改
正

①
個
人
市
民
税
の
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
等
に
係

る
住
宅
借
入
金
等
の
特
別
控

除
の
特
例
を
令
和
17
年
度
ま

で
、
入
居
期
限
を
4
年
度
ま

で
延
長
、
②
固
定
資
産
税
及

び
都
市
計
画
税
の
負
担
軽
減

措
置
に
よ
り
課
税
標
準
額
が

増
加
す
る
土
地
に
つ
い
て
前

年
度
の
課
税
標
準
額
に
据
置
、

③
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
軽
減
特
例
の
延
長
、
④
退

職
所
得
申
告
の
電
磁
的
方
法

に
よ
る
提
出
な
ど
一
部
改
正

の
専
決
処
分
を
承
認
す
る
。

　
　
　
　
　
　
令
和
三
年
度
川

越
市
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第

2
号
︶

議
案
第
60
号
▼

議
案
第
60
号
▼

歳
入
は
国
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
感
染
症
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
強
化
交
付
4
7
3
,
3
4
6

千
円
及
び
感
染
症
発
生
動
向
調

査
事
業
費
負
担
金
1
1
1
,
3

7
5
千
円
、
市
費
の
基
金
繰
入

金
1
1
1
,
3
7
5
千
円
、
歳

出
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
が
長
期
化
す
る
中

で
低
所
得
の
ひ
と
り
親
︵
児
童

約
3
,
7
0
0
人
︶
及
び
ふ
た

り
親
︵
児
童
約
4
,
8
0
0

人
︶
の
子
育
て
世
帯
に
対
し
て
、

児
童
一
人
当
た
り
一
律
５
万
円

の
給
付
事
業
4
7
3
,
3
4
6

千
円
、
高
齢
者
施
設
等
の
従
事

者
等
に
対
す
る
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の

実
施
で
高
齢
者
入
所
施
設
9
7

施
設
、
約
3
,
5
0
0
人
、
障

害
者
入
所
施
設
29
施
設
、
約

1
,
0
0
0
人
に
対
し
1
人
5

回
分
の
2
2
2
,
7
5
0
千
円

の
総
額
6
9
6
,
0
9
6
千
円

増
額
し
、
予
算
総
額
1
1
3
,

5
6
3
,
3
3
5
千
円
と
す
る
。

4
月
16
日
開
催
の
臨
時
議
会
の
結
果
報
告

今
後
も
継
続
的
に
見
守
り
体
制

の
維
持
強
化
が
図
れ
る
よ
う
に
、

例
え
ば
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢

者
の
見
守
り
協
定
の
よ
う
に
市
内

を
走
り
回
っ
て
い
る
民
間
の
配
達

や
配
送
事
業
者
と
の
見
守
り
協
定

や
児
童
遊
園
を
管
理
す
る
団
体
と

の
協
力
な
ど
、
教
育
委
員
会
の
枠

に
こ
だ
わ
る
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１．子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（4億7,334万6千円・全額国の新型コロナウィルス感染
症セーフティネット強化交付金）
（1）新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、経済的支援を必要とする低所得の

ひとり親及びふたり親の子育て世帯に児童一人当たり5万円を給付する。
（対 象 者）①ひとり親世帯 … 児童手当受給者等（児童約3,700人）
　　　　　　②ふたり親世帯 … ①以外の低所得の子育て世帯（児童約4,800人）
（給 付 額）児童一人当たり一律5万円
（実施期間）児童手当受給者には5月中に支給、児童手当受給者以外は申請が必要で、申請期
　　　　　　限は令和4年2月末まで、令和4年3月31日までに支給を済ませる。

新型コロナウィルス感染症対策に関する市の予算新型コロナウィルス感染症対策に関する市の予算

Ⅰ 子育て世帯への生活支援及び高齢者施設等の従業員のＰCR検査を実施するため、補正予算
（第2号6億9,609万6千円）を措置しました。

２．高齢者施設等の従業者等に対するＰＣＲ検査の実施（2億2,275万円・うち1/2は国の感染症発生
動向調査事業費負担金、1/2は市の一般財源）
（1）高齢者施設・障害者施設において、感染拡大リスクを低減し、利用者が安心してサービスを受

けられるように施設従業者等への敵的なＰＣＲ検査を実施する。
（対 象 者）①高齢者入所施設　97施設…約3.500人（新規入所者含む）
　　　　　　②障害者入所施設　29施設…約1.000人（新規入所者含む）
（実施期間）令和3年4月下旬から6月30日まで予定
（検査回数）1人5回予定（検査費用は全額市負担）、新規入所者は1回
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１．新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴い、切れ目のない対応が必要な経費を増額（3億
3,880万9千円）
（1）衛生用品等の購入及び補助として、児童福祉施設及び地域子ども・子育て支援事業実施施設

等における衛生用品の購入を補助する。（1億1,290万1千円・全額国の新型コロナウィルス感
染症対応地方創生臨時交付金、子ども子育て支援交付金、保育対策総合支援事業費補助金、
県の放課後児童クラブ等新型コロナウィルス感染対策事業費補助金）

（2）PCR検査等の公費負担（増額分）として、委託医療機関が行う保険適用のＰCR検査等につい
て、検査数の増加に伴い不足が見込まれる患者自己負担費用に係る予算を増額する。（1億
3,403万5千円・うち1/2は国の感染症発生動向調査事業費負担金、1/2は市の一般財源）

（3）積極的疫学調査業務（増額分）として、陽性者の健康観察や接触者調査など予算を増額する。
また、保健師等派遣業務の期間を延長する。（4,035万6千円・うち1/2は国の感染症発生動
向調査事業費負担金、1/2は市の一般財源）

（4）保健所ＰCR検査用消耗品（増額分）として、検体数の増加に伴い不足が見込まれる消耗品に
係る予算を増額する。（4,744万4千円・うち1/2は国の感染症発生動向調査事業費負担金、
1/2は市の一般財源）

（5）消防活動時の消防庁舎内における感染防止対策用品の購入など（407万3千円・全額国の新型
コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金）

２．障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援
（1）障害福祉サービス事業所等において、感染者や濃厚接触者等が発生した場合のサービス継続

を支援するため、建物消毒等に係る経費の一部を補助する。（495万5千円・うち2/3は国の
障害者総合支援事業費補助金）

３．民間保育所等に対するＩＣＴ化等推進補助
（1）民間保育所等における保育士の業務負担軽減を図るため、ＩＣＴを活用した業務システムの導

入等に係る費用の一部を補助する。（2,737万5千円・事業総額3,650万円うち1/2は国の保育
対策総合支援事業費補助金、1/4は国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、
1/4は事業者負担）

４．林間学校及び修学旅行中止等に伴うキャンセル料支援補助
（1）小・中学校における林間学校及び修学旅行の中止等に伴い発生したキャンセル料について、

家計への負担を軽減するため支援する。（2,024万1千円、全額国の新型コロナウィルス感染
症対応地方創生臨時交付金）
（支援対象）小学校…5年生3,095人（令和3年度林間学校）
        　　　　   　　 6年生3,052人（令和3年度修学旅行）

　　　　   　　 中学校…2年生2,868人（令和3年度修学旅行）
　　　　　　　　　　　3年生2,684人（令和2年度から3年度に延期した修学旅行）

Ⅱ 感染症対策経費の増額、障害福祉サービス事業所等のサービス継続支援、民間保育所等の
ICT化等補助、修学旅行等の中止に伴うキャンセル料支援補助などを実施するため、補正
予算（第3号のうち3億9,138万円）を措置しました。

１．新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業（1億5,546万9千円・全額国の新型コ
ロナウィルス感染症セーフティネット強化交付金）
（1）都道府県社会福祉協議会は低所得世帯等の生活費用として、「緊急小口資金」や「総合支援

資金」の貸付を行っていますが、新型コロナウィルス感染症の影響により生計の維持が困難
な世帯に貸付限度額の引き上げ、償還期限の延長、償還免除などの特例を設けた「特例貸
付」を実施している。この度、総合支援資金の貸付限度額に達しているなどにより、「特例貸
付」を利用できない世帯に対して、「新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金」を3
か月間支給する。
（支給月額）単身世帯…6万円、2人世帯…8万円、3人以上世帯…10万円
（支給期間）令和3年7月以降の申請月から3か月間（申請受付は令和3年8月末まで）

２．高齢者施設等の従業者等に対するPCR検査を8月まで延長（1億6,600万円・うち1/2が国の感染症
発生動向調査事業費負担金、1/2は市の一般財源）
（1）4月から6月まで実施している高齢者施設等の従事者等に対するPCR検査を令和3年8月末まで

延長するとともに、対象施設・事業所を拡大する。
（対象施設・事業所）
　　　現行…高齢者入所施設、障害者入所施設
　　　拡大される施設…介護通所事業所、障害者通所事業所、障害児通所事業所
（検査内容）民間検査機関から対象施設・事業所に検査キットを送付し、2週間に1回の頻度
　　　　　  でＰCR検査実施

３．新型コロナウィルスワクチン接種の実施に係る経費の追加計上（4億2,801万2千円、全額が国の新
型コロナウィルスワクチン接種対策費国庫負担金、新型コロナウィルス感染症セーフティネット強
化交付金）
（1）令和3年7月末までの高齢者ワクチン接種のうち、時間外や休日に実施した場合の加算（2億

991万6千円）
・時間外…2,070円⇒2,800円（+730円）、休日…2,070円⇒4,200円（+2,130円）

（2）令和3年8～9月に時間外・休日のワクチン個別接種を実施する医療機関に対し、市独自の加算
措置を実施（1億4,708万円）
・時間外…2,070円⇒2,800円（+730円）、休日…2,070円⇒4,200円（+2,130円）

（3）ワクチンを診療所等に小分けするAグループ医療機関の負担軽減のため、市独自の経費の一部
支援（1,500万円）
・5万円/日×30日×10医療機関

（4）集団接種を実施するための医療従事者派遣経費、会場運営経費（2,991万6千円）
・医療従事者派遣経費…1,911万6千円、会場運営経費…1,080万円

（5）ワクチン接種業務に従事する職員の時間外手当の不足分（2,610万円）
・7～9月分

Ⅲ 感染症の影響により収入の減少や失業等により生活の維持が困難な世帯を対象に支援金を給
付、高齢者施設等の従業者等に対するPCR検査を8月まで延長、ワクチン接種を推進するた
め、補正予算（第4号7億4,948万1千円）を措置しました。
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この市政報告書の郵送を希望される方は、電話（FAX共通）049-224-7356小高宅までご住所
などをご連絡ください。また、お知り合いの方をご紹介いただきますようお願い申し上げます。

話 題 1

話 題 2

本川越駅隣接地に川越市子育て安心施設「す
くすくかわごえ」が開業しました。５階建てで
２階が保育ステーション（朝と夕方は保育所等
への送迎待機児童預かり、日中は乳幼児の一時
預かり事業実施　☎049-277-3070）・３
階は子育て支援センター・子育て世代包括支援
センター（子育て中の親子の交流や子育ての相
談や情報提供　☎049-227-3517）・４階
は地域包括支援センター・在宅医療拠点セン
ター（地域で暮らす高齢者の各種相談や支援　
☎049-229-5332）・５階は多目的室・相
談室（子どもの居場所づくり事業や世代間交流
事業など実施）が設置されています。

【住所：中原町2-1-9】

5階建の子育て安心施設「すくすくかわごえ」

子育て安心施設
「すくすくかわごえ」

入口

保育ステーション
内部

2階の川越市
保育ステーション

①中小の事業者を対象とした職域共同接種を早期に実現

本市の商工業の特徴は、中小の事業者が多数を占めている点にある。中小の事業者が単体では、医師

や看護師の確保や職域接種の最低１千人２千回接種といった条件を満たすことは不可能であり、川越商工

会議所等を通じた共同接種体制の整備が喫緊の課題である。よって、新型コロナウィルス感染症の拡大

防止と地域経済活動の活性化のために、中小の事業者を対象とした職域共同接種を早期に実現すること。

②居宅系サービス事業所や保育施設等の従事者への接種早期実施

感染者や他の市民と接する機会の多い職種として、医療関係従事者や高齢者入所施設・障害者入

所施設などの従事者へのワクチン接種は進んだが、高齢者及び障害者の居宅系サービス事業所の従

事者や保育・教育施設の従事者などへの接種は進んでいない。よって、これら高齢者及び障害者事業

所や保育・教育施設等の従事者へのワクチン接種を優先して、早期に実現すること。

③児童生徒への夏休み中の個別接種の体制整備

１２歳以上から１５歳までの児童・生徒は、高齢者と

異なり、かかりつけ医療機関をもっていないケースが多

い。よって、２学期から安心して学習できるように、川

越市医師会などとの協力の下で、夏休み中の個別接種を

優先的に受けられる体制を、早期に実現すること。

④県の大規模接種会場の１日９００人完全実施

県の大規模接種会場の一つが、本市のウェスタ川越内

の南公民館に決まり、８月の接種開始に向けて準備を急

いでいる最中であるが、県のワクチン接種能力である１

日当たり９００人程度を早期に完全実施すること。

自由民主党川越市議団が市長にワクチン接種要望書を提出
令和３年７月２日に自由民主党川越市議団として、６５歳未満の市民を対象とする
ワクチン接種が、円滑に進展するよう要望書を川合善明市長に提出しました。
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